
 
 

 

 

   

 

 

 

 

１ はじめに 

私は、約３ヶ月にわたり、第１部課程と基

本法制研修Ａを受講させていただきました。 

第１部課程では、講義と演習により政策

形成能力や行政経営能力を身につけ、基本

法制研修Ａについては、主に講義により憲

法、行政法、民法などの行政に関係する法体

系を学ぶことができました。 

研修期間中は寮において、全国から選ば

れた研修生と共同生活を送り、お互いに切

磋琢磨しながら研修生活を送っていくこと

となります。 

本年度は新型コロナウイルス感染症の影

響により、第１部課程と基本法制研修Ａの

受講順序が逆転し、研修の実施及び寄宿舎

での生活全般に新型コロナウイルス感染症

対策が求められるなど例年とは異なる面が

多々ありました。 

 

２ 第１部課程について 

 第１部課程においては、講義受講と演習

を平行して実施していくことになります。 

講義の受講においては、総合的な教養課

目や政策形成能力を高めるための公共政策

に係る課目、地方公共団体を巡る最新の話

題など幅広い分野の知識習得を目的として、

各分野の第一人者である講師の講義を受け

ることができます。 

演習においては、政策立案演習、事例演習

や条例立案演習、ディベート型演習、データ

分析演習、模擬講義演習などがあり、演習の

実施により、講義で得た知識を活用して、 

 

 

 

 

 

自治体において政策立案をする能力が身に

つくようになっています。 

ご紹介したように多くの講義や演習があ

りますが、一番の主役となる研修は政策立

案演習であると思います。 

政策立案演習はグループワークにより、

62 時限、時間にして約 70 時間以上をかけて

一つの政策を立案し、約 30 ページの報告書

にまとめて、首長への提言を想定した発表

まで実施することとなります。 

各講義、演習において獲得した問題発見・

解決能力、条例立案能力、データの分析能力、

論点の整理、論理構築能力、そしてそれを伝

えるためのプレゼンテーション能力など全

てを発揮することにより政策提言を実施す

ることになるため、いわば全ての講義・演習

の集大成としての演習であります。 

例年であれば、先進自治体への現地視察

なども実施しているところですが、新型コ

ロナウイルス感染症対策のため、現地視察

をすることが制限されるなど厳しい状況と

なりました。しかし、ＺＯＯＭを利用したオ

ンライン視察も実施するなど、新しい方式

へのチャレンジにつながる面もありました。 

第１部課程は講義と演習が平行して実施

され、演習においては各演習でグループの

構成員が違ったり、それぞれ提出物の提出

期限があったりと複雑になっています。 

そのことにより、提出期限が重複したり

する時期には苦労したりする面もあります。 

しかし、各演習のチームメンバーと進行

状況を確認しながら必要性を判断した上で

チームが夕方以降に自主的に集まって業務

を進めることで、業務の進行管理やチーム

のマネジメント能力も鍛えられていくこと
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で、厳しい面もありますがこれを乗り越え

ることで自治体職員として大きく成長する

きっかけになります。 

 

３ 基本法制研修Ａについて 

 基本法制研修Ａは「憲法」「行政法」「民法」

「地方自治制度」「地方公務員制度」「財政学」 

の６課目について、約１ヶ月間をかけて学

ぶ研修となります。 

 公務員に求められる法的な知識や制度に

ついて、公務員試験よりも実践的な、行政と

の関係を意識した内容について講義を受け

ることができます。 

 講義においては、講師の先生が研修生を

指名のうえ講義内容に関する質問をする機

会が多く、必然的に集中して講義に挑むこ

とができます。なお、学習範囲が広くハイペ

ースで講義が進行していくため、事前に予

習をして講義に挑むことが必要になります。 

 座学にとどまらず、グループ演習も多く

含まれており、他の研修生と協力しながら

グループで課題について検討して結果を発

表することになります。研修生が主体的に

課題を調査・発表することで、より深い知識

を得ることができるようになっています。 

 なお、研修の最後に効果測定として筆記

試験とレポートの提出があります。 

 試験直前まで続く講義の予習と試験の準

備を平行して進めるため、なかなか大変で

したが、それぞれ得意分野を持つ研修生に

授業の不明な点を教えてもらったりして、

大変でしたが良い経験になりました。 

 

４ 研修生活全般について 

 研修期間中は、３ヶ月以上の長期間にわ

たり、寮での共同生活になります。 

研修出発前には多くの先輩方から、「研修

の内容も大事だが、自治体職員のつながり

を作ることも大切だ。たくさん飲んで多く

の人と交流すると良い。」とアドバイスを受

けていました。そんな中で私の一番の悩み

は「新型コロナウイルス感染症のリスクに

対してどう対応すれば良いか」でした。 

マスク着用、場合によってはフェイスシ

ールドをつけて研修を受ける中で、他の研

修生と交流できるのか心配していたのが正

直なところでしたが、例年実施している入

寮パーティや寮外部での派手な飲み会など

はできないながらも、寮の談話室で毎日交

流することや、集会室などの大部屋を区切

って人数を減らして懇親会を実施するなど、

感染症対策を意識しながら交流することで

他の研修生との絆が深まりました。 

研修生が自分の健康状態に気を配ること

で、結果として、誰一人としてコロナウイル

ス感染やインフルエンザ感染等の重篤な体

調不良者を出すことなく研修を実施できた

ことは本当に良かったと思っています。 

 

５ おわりに 

公務員人生のなかで多くの研修を受ける

機会があるかと思いますが、この研修のよ

うに長期間にわたり業務を離れて、集中し

て学ぶ機会はなかなかないと思います。 

この貴重な体験は多くの自治大学校の先

生方やスタッフ、地元の職場の同僚や家族

の支えにより成り立っているものであり、

このような学びの場を提供していただいた

皆様には本当に感謝の念に堪えません。 

今後はこの研修により得られた成果を地

元の自治体へと還元し、地域の福祉向上へ

貢献すべく、公務に取り組んでまいります。 
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